
 



 



 

１ 



 ※１ 今年度は広報委員会は設けず、ちょボラで広報紙を作成していただける方を募集します。（詳細はＰ１０を確認）
 ※２ 今年度は役員推薦委員会の正・副は設けず、執行部と協力し活動します。（詳細はＰ１０を確認）
　

会計監査
２名

役員会
会 ⾧ 保護者より１名
副会⾧ 保護者より１名

教頭先生
書 記 保護者より１名

教職員より１名
会 計 保護者より１名

教職員より１名

顧問
学校⾧

常置委員会代表
学年委員会 正・副委員⾧
コミュニティ委員会 正・副委員⾧
広報委員会 正・副委員⾧※１

市Ｐ
文化委員会
スポーツ委員会
校外委員会

運営委員会

総 会

役員推薦委員会
各学年 ２名以上
教職員 １名

学年委員会
各学年 ３名以上
教職員 １名

コミュニティ委員会
各学年 学級数名以上
教職員 １名

広報委員会※１
各学年 ３名以上
教職員 １名

全 会 員

※２



「すきま時間に無理のない範囲で」「和気あいあいと楽しく♪」 

学年委員会  

リサイクル活動として、標準服・体操服・上履き・体育館履きなど、不要になった方から提供していただき、

会員の方にリサイクルします。保護者と先生方、また保護者同士の親睦を図ることを目的として、集う場を企

画・開催します。卒業に向けての準備・行事への協力を行います。 

 

広報紙活動  

今年度は“ちょボラ”にて広報紙を作成していただける方を募集します。 

「撮影だけならできる！」など短期活動や、「編集作業なら得意です！」など学校に行かなくても家で作業で

きる方など、自分に合った活動ができます。 

今年度は委員会活動の試行期間のため、教職員・部活動紹介号を作成予定です。 

 

コミュニティ委員会 

コミュニティスクールへの第一歩として発足した委員会です。ボランティア登録をしてくださった保護者の

皆さまと学校を繋ぐことがお仕事です。昨年度は多くの方にご登録をいただき、ちょボラ・布ボラ・花ボラ・

図書ボラを行いました。ぜひ一緒に、「開かれた学校」と「子どもたちが過ごしやすい環境作り」を進めるお手

伝いをしませんか？ 

 

役員推薦委員会 

次年度の執行部、監査、各委員長、各市Ｐ委員の選出を行う委員会です。本格的な活動期間は２・３学期で 

封入作業や集計作業など簡単な活動です。お仕事をされている方でも大丈夫です。少数精鋭で楽しんで活動し

ていきましょう！ 

 

  

鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連） 

 

  現在鎌倉市内にある小中学校１５校が、鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連）に参加し活動しています。 
 

会 長 会  

     各校ＰＴＡ会長が月１回集まり、ＰＴＡ相互の連絡調整・情報交換を行っています。 
 

文 化 委 員 会  

      年１回開催される「文化のつどい」の企画・準備・運営を行います。 
 

スポーツ委員会  

      夏休みと２学期に開催される、保護者と先生方とのスポーツ大会の企画・準備・運営を行います。 
 

校 外 委 員 会  

      校外における生徒の安全で衛生的な環境整備のために、改善要望を取りまとめて関係部署へ働きか

けていきます。 
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・新入生説明会参加、リサイクル会 

・「ふかみどり」１２３号発行 

・会計監査 

・令和７年度後期ＰＴＡ総会 

・ふかまるイベント開催 

・次年度役員の決定 

・卒業式来賓出席 

・卒業式にて先生方へ花束贈呈 

 卒業生に記念品などプレゼント
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・令和７年度前期ＰＴＡ総会

・給食試食会 

・ふかまるイベント開催 

・リサイクル会 

・防災教室お手伝い 

・校庭側花壇の植栽、お手入れ 

・柔道着洗濯 

・卒業記念品選定、発注 

・次年度役員候補者の交渉開始 

・中間会計監査 

・ふかまるイベント開催 

・「ふかみどり」１２２号発行 

・正門花壇の花植え 

・電子ピアノカバー作成 

・合唱祭：受付、誘導、会場係 

・体育祭：受付 

・学校公開日受付 

・玄関前プランター植栽 

・正門前花壇の花植え 

・ボランティア懇親会 

・卒業式用プランター植栽 

＜図書ボラ＞ 

図書室の放課後と夏休みの開放・貸出作業 

 

市Ｐ連ソフトボール大会開催 

市Ｐ連ドッジボール大会開催 

文化のつどい開催 

 

青少年健全育成推進街頭キャンペーン参加 

湘南地区「母と女性教員の会」出席 

※市Ｐ連スポーツ・文化・校外の各委員会（年４回）出席 

 

・保護者証を必ずお持ちください。    ・車での来校はご遠慮ください。   

・駐輪場は正門横をご利用ください。   ・ＰＴＡ用靴箱は生徒昇降口にあります。 

 

運営委員会開催（月１回） 

ＰＴＡたより発行（月１回） 
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鎌 倉 市 立 深 沢 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約  

第 １ 章    名 称 お よ び 事 務 局  

第 １ 条  本会は鎌倉市立深沢中学校ＰＴＡという。 

第 ２ 条  本会は事務局を鎌倉市立深沢中学校（以下深沢中学校という）に置く。 

第 ２ 章    目 的 と 方 針  

第 ３ 条  本会は保護者と教師との緊密な連絡と協力により、深沢中学校の教育の振興と生徒の心身の健全な

成長をはかることを目的とする。 

第 ４ 条  本会は教育を本旨とする民主団体であり、特定の政党や宗教にかたよらない。また営利的活動はし

ない。 

第 ５ 条  本会は目的を同じくする他の諸団体と協力するが、その支配干渉は受けない。 

第 ６ 条  削除 

第 ７ 条  本会は直接学校の管理や人事に干渉しない。 

第 ３ 章    会  員  

第 ８ 条  （１）本会の会員は深沢中学校に在籍する生徒の保護者、および教職員とする。 

      （２）会員はすべて平等の権利と義務を有し、積極的に会の活動に参加する。 

      （３）会員は総会で定められた会費を納入する。 

第 ４ 章    会  計  

第 ９ 条  本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入でまかなわれる。 

第１０条  会費は世帯単位とする。 

第１１条  本会の財産は本会の目的のため以外には使わない。 

第１２条  本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第 ５ 章    役 員 お よ び 会 計 監 査  

第１３条  役員および会計監査は役員推薦委員会の推薦により、総会の承認を得て決定する。 

第１４条  本会の役員および会計監査は次のとおりとする。 

        会  長  保護者より１名 

        副 会 長  保護者より１名、教頭先生 

        書  記  保護者、教職員より各１名 

        会  計  保護者、教職員より各１名 

        会計監査  保護者より２名 

第１５条  （１）役員の任期は４月１日より１年とし、再任をさまたげない。 

      （２）役員に欠員が生じた場合、運営委員会が必要と認めたとき、運営委員会がこれを選出し総会

に報告する。 

第１６条  会計監査の任期は４月１日より１年とする。 

第１７条  会長は本会を代表し、すべての会務を処理し、総会・運営委員会およびその他の会議を招集する。 

第１８条  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

第１９条  書記は総会および運営委員会や本会の活動に関する重要事項を記録し、この会の庶務を行う。 

第２０条  会計は予算に基づいて収支を行い、会計を処理する。また総会に監査を経た決算を報告する。 

第２１条  会計監査は随時本会の会計を監査し、総会に報告する。 

第 ６ 章    総  会  

第２２条  総会は全会員によって構成される、本会の最高決議機関である。 

第２３条  （１）総会には定期総会と臨時総会がある。 

      （２）定期総会は年２回とし、会費の額の決定、予算決算の審議承認、役員の承認ならびに会の重

要事項の議決を行う。 

      （３）臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または全会員の１０分の１以上の要求があった

とき開催する。 



第２４条  総会の定足数は、委任状を含めて全会員の５分の１とする。 

第２５条  議決は出席者の過半数によってなされる。 

第２６条  総会の議題は５日前までに全会員に知らせる。 

第 ７ 章    運 営 委 員 会  

第２７条  運営委員会は、役員および常置委員会の委員長、副委員長、校長によって構成される。 

第２８条  運営委員会は次の業務を行う。 

      １．総会に提出する議案の作成 

      ２．総会での決議事項の執行 

      ３．各委員会の連絡と調整 

      ４．その他必要事項の審議決定 

第２９条  運営委員会は原則として、毎月１回開催する。その他会長が必要と認めたとき、または構成員の４

分の１以上の要求があったとき開催する。 

 

第 ８ 章    常 置 委 員 会  

第３０条  常置委員会として、学年委員会、広報委員会、コミュニティ委員会を置く。 

第３１条  （１）常置委員会の委員は学年・広報委員は各学年３名以上、コミュニティ委員を学級数名以上選

出する。 

      （２）学年委員会・広報委員会・コミュニティ委員会にはそれぞれ１名ずつ、教職員の担当を置

く。 

第３２条  （１）学年委員会は、会員相互の連絡と親睦をはかり、学年・学級のＰＴＡ活動を行う。 

      （２）広報委員会は、会報の発行その他の広報活動を行う。 

      （３）コミュニティ委員会は、学校の環境整備のための活動を行う。 

第 ９ 章    役 員 推 薦 委 員 会  

第３３条  次期役員・会計監査・学年委員長・広報委員長・コミュニティ委員長およびその他必要な委員を選

出するため、役員推薦委員会を組織する。 

第３４条  委員の構成は次のとおりとする。 

      １．各学年より２名以上    ２．教職員より１名 

第３５条  次期役員・会計監査・学年委員長・広報委員長・コミュニティ委員長およびその他必要な委員の推

薦方法については、役員推薦委員会で検討し決定する。 

第３６条  役員推薦委員会は推薦する人の同意を得て、総会の承認を求める。 

第３７条  役員推薦委員会の任務は、総会で次期役員・会計監査・学年委員長・広報委員長・コミュニティ委

員長およびその他必要な委員が承認されたときをもって終わる。 

第 １ ０ 章   特 別 委 員 会  

第３８条  運営委員会が必要と認めたとき、特別委員会を置くことができる。 

第 １ １ 章    細  則  

第３９条  本会の運営に必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会が定める。 

第４０条  細則の制定・改廃は、次期総会に報告する。 

第 １ ２ 章   規 約 の 改 正  

第４１条  規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正することができない。 
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   附 則 

この規約は昭和５１年４月１日より実施する。 

附 則（常置委員の選出方法の変更） 

この規約は令和３年４月１日より実施する。 

附 則（成人委員会の廃止とコミュニティ委員会の設立） 

この規約は令和４年４月１日より実施する。 

   附 則（常置委員会の人数変更） 

この規約は令和７年４月１日から実施する。 
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